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道路・交通に関する方針
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方針１

利便性を高める交通環境を充実させる

担当課 都市計画課・道路治水課

施策１

幹線道路ネットワークの充実



都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 都市計画課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 1
利便性を高める交通環境を充実
させる

1
幹線道路ネットワークの充実

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち
　P82ー掲載 管理番号　№12

施策の詳細内容

■生活環境の利便性を向上させるとともに、地域間の交流を促進するため、幹線道路の整備を促進する。
■交差点改良などにより、交通渋滞の緩和を図るとともに、生活道路への通過車両の抑制に取り組む。
■安全性や快適性に加え、周辺の景観や生態系など環境に配慮した道路整備に取り組む。
■長期にわたり未整備となっている都市計画道路については、社会経済情勢や地域環境などの変化に対
応し、必要に応じて見直す。

★R7年度までの

取組目標

・都市計画道路常盤通佐間線の早期完成

・未整備都市計画道路の定期的な見直し

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

R4

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉

県と協議を行う。

・埼玉県と都市計画道路の見直しについ

て定期的なヒアリングを行う。

・常盤通佐間線の早期完成に向け埼玉県と協議し、

埼玉県にて橋梁詳細設計や用地買収などを実施し

た。

・令和３年度に実施したヒアリング結果を基に、次

回ヒアリングに向けて再検討した。

着手中

R3

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉

県と協議を行う。

・埼玉県と都市計画道路の見直しについ

て定期的なヒアリングを行う。

・常盤通佐間線の早期完成に向け埼玉県と協議し、

埼玉県にて地質調査、橋りょう予備設計等を実施

し、R4年1月27日に事業認可を取得した。

・未整備の都市計画道路については、令和3年5月21

日に埼玉県都市計画課とヒアリングを実施し、計画

幅員について協議した。

着手中

R6

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉

県と協議を行う。

・埼玉県と都市計画道路の見直しについ

て定期的なヒアリングを行う。

・常盤通佐間線の早期完成に向け埼玉県と協議し、

埼玉県にて地元説明会、用地測量及び水路詳細設計

などを実施した。

・埼玉県と都市計画道路の見直しについてヒアリン

グを行った。

着手中

R5

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉

県と協議を行う。

・埼玉県と都市計画道路の見直しについ

て定期的なヒアリングを行う。

・常盤通佐間線の早期完成に向け埼玉県と協議し、

埼玉県にて付替水路等設計や用地測量などを実施し

た。

着手中

R7

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉

県と協議を行う。

・埼玉県と都市計画道路の見直しについ

て定期的なヒアリングを行う。

特記
事項

R7年度ま
での
総括

評

価



特記
事項

R8年度完成に向けたロードマップが確定した。

R7年度ま
での
総括

評

価

R5
幹線道路整備事業(須加地区)の実施

　※用地買収、道路改良工事

・用地買収対象箇所の物件補償調査業務

等を実施した。

・総延長の40%に相当する区間(L=360m

W=15.0m)の道路改良工事に着手した。

着手中

R7
幹線道路整備事業(須加地区)の実施

　※道路改良工事

R6
幹線道路整備事業(須加地区)の実施

　※用地買収、道路改良工事

・用地買収対象箇所の物件補償調査業

務等を実施した。

・幹線道路の橋梁１箇所について、架

替工事に着手した。

着手中

R3
社会資本整備総合交付金の活用について

検討

幹線道路整備事業（須加地区）実施に

向け、交付金の活用等について埼玉県

と協議を行い、事業計画を立案し長期

計画に位置付けた。

着手中

R4

Ｒ５年度からの補助採択に向け準備、補

助申請する。

交付金、市債を活用した財政計画に基

づき、R5年度からR8年度完成に向け

た事業計画を策定し、補助金申請を

行った。

着手中

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P82ー掲載 管理番号　№12

施策の詳細内容

■生活環境の利便性を向上させるとともに、地域間の交流を促進するため、幹線道路の整備を促進する。
■交差点改良などにより、交通渋滞の緩和を図るとともに、生活道路への通過車両の抑制に取り組む。
■安全性や快適性に加え、周辺の景観や生態系など環境に配慮した道路整備に取り組む。
■長期にわたり未整備となっている都市計画道路については、社会経済情勢や地域環境などの変化に対
応し、必要に応じて見直す。

★R7年度までの

取組目標
幹線道路整備事業(須加地区)について、引続き事業を進捗させる。

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 道路治水課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 1
利便性を高める交通環境を充実
させる

1
幹線道路ネットワークの充実

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



利便性を高める交通環境を充実させる

施策２

方針１

生活道路ネットワークの充実

担当課 道路治水課



特記
事項

R5年度から2カ年での踏切道拡幅事業が動き出した。

R7年度ま
での
総括

評

価

R5

市民から要望を受け、「行田市生活道路等整

備事業評価」により優先度を決定し、計画的

かつ継続的に事業を実施する。また、狭隘な

踏切の改良を実施する。

・行田市生活道路等整備事業評価委員会に各事

業の優先度を諮り、道路改良工事、排水路改良

工事などの事業を実施した。

・行田市No.1踏切道拡幅事業として、歩道設

置工事を行った。

着手中

R7

市民から要望を受け、「行田市生活道路等整

備事業評価」により優先度を決定し、計画的

かつ継続的に事業を実施する。また、狭隘な

踏切の改良を実施する。

R6

市民から要望を受け、「行田市生活道路等整

備事業評価」により優先度を決定し、計画的

かつ継続的に事業を実施する。また、狭隘な

踏切の改良を実施する。

・行田市生活道路等整備事業評価委員会に各事

業の優先度を諮り、道路改良工事、排水路改良

工事などの事業を実施した。

・行田市No.1踏切道拡幅事業として、鉄道事

業者による踏切改良工事を行った。

完了

R3

市民から要望を受け、「行田市生活道路等整

備事業評価」により優先度を決定し、計画的

かつ継続的に事業を実施する。また、狭隘な

踏切の改良を実施する。

・令和4年2月7日に行田市生活道路等整備事業評価委

員会を開催し、優先度を決定した。また、道路改良

工事、排水路改良工事など７事業について、調査測

量設計及び工事を実施した。

・行田市No.1踏切道内に、安全対策としてグリーン

ベルトを設置した。

着手中

R4

市民から要望を受け、「行田市生活道路等整

備事業評価」により優先度を決定し、計画的

かつ継続的に事業を実施する。また、狭隘な

踏切の改良を実施する。

・行田市生活道路等整備事業評価委員会に各事業の

優先度を諮り、道路改良工事、排水路改良工事など

の事業を実施した。

・R5年度実施の行田市No.2踏切道拡幅事業にかかる

法指定(踏切道改良法)を受け、補助金申請を行った。

着手中

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P83ー掲載 管理番号　№13

施策の詳細内容
■生活道路の整備を推進するとともに、緊急車両の通行を確保するため、狭隘な道路の解消を推
進する。
■狭隘な踏切などについては、鉄道事業者と連携して踏切改良などを推進する。

★R7年度までの

取組目標

市民から要望を受け、「行田市生活道路等整備事業評価」により優先度を決定し、計画的か

つ継続的に事業を実施する。また、狭隘な踏切の改良を実施する。

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 道路治水課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 1
利便性を高める交通環境を充実
させる

2
生活道路ネットワークの充実

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



方針１

利便性を高める交通環境を充実させる

担当課 交通政策課

施策３

公共交通ネットワークの充実



特記
事項

R7年度ま
での
総括

評

価

R5 地域公共交通計画を策定する。

地域公共交通についての基本方針、取組

施策、目標値の設置等を行い、市民説明

会やパブリックコメントを実施し「行田

市地域公共交通計画」を策定した。

着手中

R7
新たな地域公共交通手段の利用実態等を

把握する。

平日と土日祝日の利用

状況を鑑みた結果、

R6.1.4より一部のコー

スに土日祝日ダイヤを

導入した。

R6

地域公共交通計画に基づき、市の公共交

通ネットワークに合う新たな地域公共交

通手段を検討する。

利用者が少ない市内循環バス路線(東循環

コース、北東コース、北西コース)の運行

を終了し、デマンドタクシーを乗合型Ａ

Ｉオンデマンド交通に移行する地域公共

交通の再編を実施した。

着手中

R3
地域公共交通計画策定に係る国庫補助金

の申請を行う。

地域公共交通計画策定に係る国庫補助

金の申請を行った。
着手中

循環バス乗車時間短縮

の見直しを図り、

R4.4.1より一部のコー

スで運行開始した。

R4

乗降調査や利用者アンケートなどを実施

し、利用実態や利用者ニーズを把握す

る。

市民2,000人、デマンドタクシー利用

者800人を対象にアンケート調査等を

実施し、調査結果から地域公共交通に

対する課題を整理した。

着手中

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P83ー掲載 管理番号　№14

施策の詳細内容
■地域公共交通の利便性向上を図るため、近隣市と連携し、利用者のニーズに応じた交通体系の
構築に取り組む。
■鉄道事業者や路線バス事業者と連携して、輸送力の増強に取り組む。

★R7年度までの

取組目標
地域公共交通計画を策定し、公共交通体系の見直しを行う。

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 交通政策課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 1
利便性を高める交通環境を充実
させる

3
公共交通ネットワークの充実

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



特記
事項

毎年度要望活動は行っているものの、駅利用者数の減少や鉄道事業者による業務効率化により、輸送力増強について
は、厳しい状況となっている。また、コロナ禍以前に比べて鉄道利用者数は減少していることも影響している。
令和７年度に企画政策課から交通政策課へ移管。

R7年度ま
での
総括

評

価

R5

前年度に引き続き、鉄道利用者の利便性向上

のため、各鉄道事業者に対し、県、高崎線沿

線地域活力維持向上推進協議会、秩父鉄道整

備促進協議会などを通じて要望活動を行う。

沿線自治体で構成する各協議会や県を通

じて、各鉄道事業者に対し輸送力増強や

駅及び鉄道の安全対策、利便性向上等に

ついて要望活動を行った。

着手中

R7

前年度に引き続き、鉄道利用者の利便性向上

のため、各鉄道事業者に対し、県、高崎線沿

線地域活力維持向上推進協議会、秩父鉄道整

備促進協議会などを通じて要望活動を行う。

R6

前年度に引き続き、鉄道利用者の利便性向上

のため、各鉄道事業者に対し、県、高崎線沿

線地域活力維持向上推進協議会、秩父鉄道整

備促進協議会などを通じて要望活動を行う。

沿線自治体で構成する各協議会や県を通

じて、各鉄道事業者に対し輸送力増強や

駅及び鉄道の安全対策、利便性向上等に

ついて要望活動を行った。

着手中

R3

鉄道利用者の利便性向上のため、各鉄道事業

者に対し、県、高崎線沿線地域活力維持向上

推進協議会、秩父鉄道整備促進協議会などを

通じて要望活動を行う。

沿線自治体で構成する各協議会や県を通

じて、各鉄道事業者に対し輸送力増強や

駅及び鉄道の安全対策、利便性向上等に

ついて要望活動を行った。

着手中

R4

前年度に引き続き、鉄道利用者の利便性向上

のため、各鉄道事業者に対し、県、高崎線沿

線地域活力維持向上推進協議会、秩父鉄道整

備促進協議会などを通じて要望活動を行う。

沿線自治体で構成する各協議会や県を通

じて、各鉄道事業者に対し輸送力増強や

駅及び鉄道の安全対策、利便性向上等に

ついて要望活動を行った。

着手中

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P83ー掲載 管理番号　№14

施策の詳細内容
■地域公共交通の利便性向上を図るため、近隣市と連携し、利用者のニーズに応じた交通体系の
構築に取り組む。
■鉄道事業者や路線バス事業者と連携して、輸送力の増強に取り組む。

★R7年度までの

取組目標

鉄道利用者の利便性の向上や各沿線の輸送力増強等を図るため、各鉄道事業者に対し、要望活
動を行う。

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 交通政策課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 1
利便性を高める交通環境を充実
させる

3
公共交通ネットワークの充実

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



方針２

魅力を高める交通環境を形成する

だれもが安全で快適に歩くことができる歩行

者空間の形成

担当課 道路治水課・交通政策課

施策１



特記
事項

ポケットパークや休憩所などのオープンスペースの整備等は、設置場所や関係機関との協議に時間を要するた

め、令和８年度以降の取組とする。

R7年度ま
での
総括

評

価

R5
整備に併せて、ユニバーサルデザインに

よる整備を進めていく。

踏切前後の歩道整備工事（忍一丁目、中央）に

おいて、歩行者や自転車の安全確保を図るた

め、新たに歩道空間を確保した。構造について

は、誰もが通行可能な段差の少ないセミフラッ

ト型を採用した。

完了

R7
整備に併せて、ユニバーサルデザインに

よる整備を進めていく。

R6
整備に併せて、ユニバーサルデザインに

よる整備を進めていく。

行田市駅南口広場の再整備工事の計画

において、歩道部の設計に段差の少な

いセミフラット型を取り入れた。

着手中 令和5年度繰越事業

R3

R4
整備に併せて、ユニバーサルデザインに

よる整備を進めていく。

道路改良工事（持田字東谷）において、

歩行者や、自転車の安全確保を図るた

め、行田総合病院付近の交差点巻込部の

設置及び歩道設置を実施した。

着手中 令和4年度繰越事業

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P83ー掲載 管理番号　№15

施策の詳細内容

■だれもが安全で快適に歩くことのできる交通環境の整備に向けて、ユニバーサルデザインによる
整備を推進する。
■歩行者や自転車の安全確保を図るため、地域の実情に即して、交通規制や車道との分離などの
安全対策を推進する。
■ポケットパークや休憩所など、市民や来訪者が集うオープンスペースの整備を推進する。

★R7年度までの

取組目標
ユニバーサルデザインによる整備を推進する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 道路治水課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 2
魅力を高める交通環境を形成す
る

1

だれもが安全で快適に歩くことができる歩行者空間
の形成

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



特記
事項

R7年度ま
での
総括

評

価

R5

地域住民と関係機関と調整のうえ、区画

線等の路面標示の設置や道路反射鏡等の

交通安全施設を設置する。

長野地内等に区画線の路面標示を設置

し、歩行者スペースを明確化した。道

路反射鏡を４箇所に設置し、交差点等

の安全確保を図った。

着手中

R7

地域住民と関係機関と調整のうえ、区画

線等の路面標示の設置や道路反射鏡等の

交通安全施設を設置する。

R6

地域住民と関係機関と調整のうえ、区画

線等の路面標示の設置や道路反射鏡等の

交通安全施設を設置する。

佐間地内等に区画線の路面標示を設置

し、歩行者スペースを明確化した。道

路反射鏡を１２箇所に設置し、交差点

等の安全確保を図った。

着手中

R3

地域住民と関係機関と調整のうえ、区画

線等の路面標示の設置や道路反射鏡等の

交通安全施設を設置する。

長野一丁目地内等に区画線の路面標示

を設置し、歩行者スペースを明確化し

た。道路反射鏡を６箇所に設置し、交

差点等の安全確保を図った。

着手中

R4

地域住民と関係機関と調整のうえ、区画

線等の路面標示の設置や道路反射鏡等の

交通安全施設を設置する。

持田地内等に区画線の路面標示を設置

し、歩行者スペースを明確化した。道

路反射鏡を２箇所に設置し、交差点等

の安全確保を図った。

着手中

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P83ー掲載 管理番号　№15

施策の詳細内容

■だれもが安全で快適に歩くことのできる交通環境の整備に向けて、ユニバーサルデザインによる
整備を推進する。
■歩行者や自転車の安全確保を図るため、地域の実情に即して、交通規制や車道との分離などの
安全対策を推進する。
■ポケットパークや休憩所など、市民や来訪者が集うオープンスペースの整備を推進する。

★R7年度までの

取組目標
歩行スペースの明確化と交差点等へ交通安全施設を設置する。

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 交通政策課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 2
魅力を高める交通環境を形成す
る

1

だれもが安全で快適に歩くことができる歩行者空間
の形成

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



方針２

魅力を高める交通環境を形成する

担当課 都市計画課・交通政策課

施策２

日常生活を支える交通環境の充実



都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 都市計画課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 2
魅力を高める交通環境を形成す
る

2
日常生活を支える交通環境の充実

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち
　P84ー掲載 管理番号　№16

施策の詳細内容

■鉄道駅やバス停周辺における交通結節機能の強化を図るため、駅前広場や駐車場、駐輪場の
整備に取り組む。
■地域の交通拠点となるバス停と、商店・コンビニエンスストアなどの生活支援施設との近接配置
などを検討する。

★R7年度までの

取組目標
立地適正化計画を作成し、計画実現に向けて取り組む。

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

R4

地域公共交通計画等、まちづくりに関わる
様々な関係施策との整合性や相乗効果等を
考慮し、立地適正化計画の作成に着手す
る。

・立地適正化計画の作成に着手した。

・庁内の検討委員会や外部の策定委員会を開催し、

立地適正化計画についての審議を重ねた。

・市民や中学生を対象にアンケート調査を実施し、

まちづくりに対する市民の意見を聴取した。

着手中

R3

地域公共交通計画等、まちづくりに関わる
様々な関係施策との整合性や相乗効果等を
考慮し、立地適正化計画の作成に向けた検
討を進める。

・立地適正化計画策定に向けた国や県の

動向、策定業務の見積り等の情報収集を

実施した。

・国土交通省・埼玉県と立地適正化計画

策定に関するヒアリングを行った。

着手中

R6 立地適正化計画の実現に向けて取り組む。

・R7よりまちなかウォーカブル推進

事業を実施するため、都市再生整備計

画を策定した。

着手中

R5
地域公共交通計画等、まちづくりに関わる
様々な関係施策との整合性や相乗効果等を
考慮し、立地適正化計画を作成する。

・立地適正化計画を作成、公表した。

・庁内の検討委員会や外部の策定委員会を開催し、

立地適正化計画についての審議を重ねた。

・市民説明会やパブリックコメントなどを実施し、

まちづくりに対する市民の意見を聴取した。

着手中

R7 立地適正化計画の実現に向けて取り組む。

特記
事項

駅前広場等の整備：令和３年３月完了（駅前広場再整備工事を行った。）

R7年度ま
での
総括

評

価



特記
事項

駐輪場の整備は、令和２年２月完了（JR行田駅前自転車駐車場を再整備し、同月供用開始した。）

Ｒ7年度
までの
総括

評

価

R5 地域公共交通計画を策定する。

地域公共交通についての基本方針、取組

施策、目標値の設置等を行い、市民説明

会やパブリックコメントを実施し「行田

市地域公共交通計画」を策定した。

着手中

R7
新たな地域公共交通手段の利用実態等を

把握する。

平日と土日祝日の利用

状況を鑑みた結果、

R6.1.4より一部のコー

スに土日祝日ダイヤを

導入した。

R6

地域公共交通計画に基づき、市の公共交

通ネットワークに合う新たな地域公共交

通手段を検討する。

利用者が少ない市内循環バス路線(東循環

コース、北東コース、北西コース)の運行

を終了し、デマンドタクシーを乗合型Ａ

Ｉオンデマンド交通に移行する地域公共

交通の再編を実施した。

着手中

R3
地域公共交通計画策定に係る国庫補助金

の申請を行う。

地域公共交通計画策定に係る国庫補助

金の申請を行った。
着手中

循環バス乗車時間短縮

の見直しを図り、

R4.4.1より一部のコー

スで運行開始した。

R4

乗降調査や利用者アンケートなどを実施

し、利用実態や利用者ニーズを把握す

る。

市民2,000人、デマンドタクシー利用

者800人を対象にアンケート調査等を

実施し、調査結果から地域公共交通に

対する課題を整理した。

着手中

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P84ー掲載 管理番号　№16

施策の詳細内容

■鉄道駅やバス停周辺における交通結節機能の強化を図るため、駅前広場や駐車場、駐輪場の
整備に取り組む。
■地域の交通拠点となるバス停と、商店・コンビニエンスストアなどの生活支援施設との近接配置
などを検討する。

★R7年度までの

取組目標
地域公共交通計画を策定し、公共交通体系の見直しを行う。

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 交通政策課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 2
魅力を高める交通環境を形成す
る

2
日常生活を支える交通環境の充実

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



交流の促進や地域産業を支える交通環

境を充実させる

施策１

方針３

自転車交通環境の整備

担当課
道路治水課・企画政策課

商工観光課



特記
事項

令和７年度まで、取組予定なし。

自転車レーンの設置については、建設事業全体を総合的に検討し他事業の進捗を踏まえながら進めていく。

R7年度ま
での
総括

評

価

R5

R7

R6

R3

R4

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P84ー掲載 管理番号　№17

施策の詳細内容

■利根川やさきたま古墳公園などの自然や忍城址周辺の歴史を巡るサイクリングロードをはじめとし
た、自転車交通環境の整備を推進する。
■自転車の安全な交通環境を確保するため、自転車レーンなどの設置に取り組む。
■来訪者が便利に利用できるよう、観光レンタサイクルの更なる充実に取り組む。

★R7年度までの

取組目標

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 道路治水課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 3
交流の促進や地域産業を支える
交通環境を充実させる

1
自転車交通環境の整備

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



特記
事項

令和２年度に「酒巻導水路」の遊歩道整備が完了し、４か年事業（Ｈ２９～Ｒ２年度）の「川の国埼玉はつらつプロジェクト」
が終了。本プロジェクトにおける遊歩道・サイクリングロードの整備事業が完了となった。

R7年度ま
での
総括

評

価

R5

R7

R6

R3

R4

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P84ー掲載 管理番号　№17

施策の詳細内容

■利根川やさきたま古墳公園などの自然や忍城址周辺の歴史を巡るサイクリングロードをはじめとし
た、自転車交通環境の整備を推進する。
■自転車の安全な交通環境を確保するため、自転車レーンなどの設置に取り組む。
■来訪者が便利に利用できるよう、観光レンタサイクルの更なる充実に取り組む。

★R7年度までの

取組目標

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 企画政策課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 3
交流の促進や地域産業を支える
交通環境を充実させる

1
自転車交通環境の整備

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



特記
事項

R7年度ま
での
総括

評

価

R5

引き続き観光レンタサイクルの適正配置

に努めるとともに、今後の車両入れ替え

に備え、貸出し数の増加を図っていく。

新たに行田市はにわの館でレンタサイク

ルの貸出を開始した。これにより、4施設

において、レンタサイクルの乗り捨て返

却が可能となり、利便性の向上につな

がった。

着手中

R7

引き続き観光レンタサイクルの適正配置

に努めるとともに、今後の車両入れ替え

に備え、貸出し数の増加を図っていく。

R6

引き続き観光レンタサイクルの適正配置

に努めるとともに、今後の車両入れ替え

に備え、貸出し数の増加を図っていく。

市内４施設にて、レンタサイクルの利用を継続

している。また、レンタサイクルと併せて、ワ

イルドナイツサイクルシェアリングを導入し、

市内１１箇所にて利用することができ、さらに

利便性の向上につながった。

着手中

R3

引き続き観光レンタサイクルの適正配置

に努めるとともに、今後の車両入れ替え

に備え、貸出し数の増加を図っていく。

利用者が減少する冬期には２時間２００円（通常１

日５００円）の貸出を行うなど、ニーズに応じた利

用プランを新たに設定した。

利用者の利便性向上を図るため、車両の入れ替えを

実施した。（７台）

着手中

R4

引き続き観光レンタサイクルの適正配置

に努めるとともに、今後の車両入れ替え

に備え、貸出し数の増加を図っていく。

２時間２００円（通常１日５００円）の貸出を行う

など、ニーズに応じた利用プランを柔軟に設定し

た。

また、観光レンタサイクルの利用状況を勘案して、

JR行田駅前観光案内所に重点配置する等の工夫を通

じて、利便性の向上を図った。

着手中

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P84ー掲載 管理番号　№17

施策の詳細内容

■利根川やさきたま古墳公園などの自然や忍城址周辺の歴史を巡るサイクリングロードをはじめとし
た、自転車交通環境の整備を推進する。
■自転車の安全な交通環境を確保するため、自転車レーンなどの設置に取り組む。
■来訪者が便利に利用できるよう、観光レンタサイクルの更なる充実に取り組む。

★R7年度までの

取組目標

行田おもてなし観光局と連携し、観光レンタサイクルの適正配置を行い、循環バス等の公共

交通を補完する２次交通としての利便性の向上を図る。

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 商工観光課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 3
交流の促進や地域産業を支える
交通環境を充実させる

1
自転車交通環境の整備

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち



方針３

交流の促進や地域産業を支える交通環

境を充実させる

担当課 都市計画課

施策２

広域幹線道路網の充実



都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 都市計画課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 3
交流の促進や地域産業を支える
交通環境を充実させる

2
広域幹線道路網の充実

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち
　P85ー掲載 管理番号　№18

施策の詳細内容
■高速道路や圏央道のインターチェンジへのアクセス強化や交通渋滞の緩和を図るため、広域幹
線道路の整備を促進する。

★R7年度までの

取組目標

・上尾道路Ⅱ期区間（圏央道桶川北本インターチェンジから鴻巣市箕田まで）における整備

促進

・都市計画道路常盤通佐間線の早期完成

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

R4

・上尾道路建設促進期成同盟会や直轄国道沿道協議会な

どを通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大

宮国道事務所等）へ要望活動を実施する。

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉県と協議を行

う。

・各団体を通じて要望活動を実施した。

（進捗状況：上尾道路Ⅰ・Ⅱ期区間において、調査

設計・用地買収及び環境整備工等を実施）

・常盤通佐間線の早期完成に向け埼玉県と協議し、

埼玉県にて橋梁詳細設計や用地買収などを実施し

た。

着手中

R3

・上尾道路建設促進期成同盟会や直轄国道沿道協議会な

どを通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大

宮国道事務所等）へ要望活動を実施する。

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉県と協議を行

う。

・各団体を通じて要望活動を実施した。

（進捗状況：上尾道路Ⅱ期区間において、調査設

計・用地買収及び環境整備工を実施）

・常盤通佐間線の早期完成に向け埼玉県と協議し、

埼玉県にて地質調査、橋りょう予備設計等を実施

し、R4年1月27日に事業認可を取得した。

着手中

R6

・上尾道路建設促進期成同盟会や直轄国道沿道協議会な

どを通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大

宮国道事務所等）へ要望活動を実施する。

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉県と協議を行

う。

・各団体を通じて要望活動を実施した。

（進捗状況：上尾道路Ⅰ・Ⅱ期区間において、地盤

改良工事・付替水路工事等を実施）

・常盤通佐間線の早期完成に向け埼玉県と協議し、

埼玉県にて地元説明会、用地測量及び水路詳細設計

などを実施した

着手中

R5

・上尾道路建設促進期成同盟会や直轄国道沿道協議会な

どを通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大

宮国道事務所等）へ要望活動を実施する。

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉県と協議を行

う。

・各団体を通じて要望活動を実施した。

（進捗状況：上尾道路Ⅰ・Ⅱ期区間において、地盤

改良工事・U型擁壁工事等を実施）

・常盤通佐間線の早期完成に向け埼玉県と協議し、

埼玉県にて付替水路等設計や用地測量などを実施し

た。

着手中

R7

・上尾道路建設促進期成同盟会や直轄国道沿道協議会な

どを通じて、埼玉県及び国土交通省(関東地方整備局、大

宮国道事務所等）へ要望活動を実施する。

・常盤通佐間線の早期完成に向け、埼玉県と協議を行

う。

特記
事項

R7年度ま
での
総括

評

価



方針４

安全な道路環境を維持する

施策１

道路の維持管理の充実

担当課 道路治水課



特記
事項

R7年度ま
での
総括

評

価

R5

道路里親制度について、市報への掲載や企業

等を訪問し、積極的にＰＲ活動を実施する。

橋梁約１４０橋の定期点検を実施する。橋梁

修繕を１０橋実施する。

橋梁定期点検を１４０橋実施し、Ⅲ判

定の橋梁２橋の修繕工事、１橋の補

修、２橋の修繕詳細設計を実施した。

着手中

R7

道路里親制度について、市報への掲載や企業等を

訪問し、積極的にＰＲ活動を実施する。橋梁約１

４０橋の定期点検を実施する。令和１～５年の点

検結果に基づき、橋梁長寿命化修繕計画の更新を

行う。

R6

道路里親制度について、市報への掲載や企業

等を訪問し、積極的にＰＲ活動を実施する。

橋梁約１４０橋の定期点検を実施する。橋梁

修繕を１０橋実施する。

橋梁定期点検を１２４橋実施し、Ⅲ判

定の橋梁１橋の修繕工事を発注、１橋

の修繕詳細設計を実施した。

着手中

R3

道路里親制度について、市報への掲載や

企業等を訪問し、積極的にＰＲ活動を実

施する。橋梁約１４０橋の定期点検を実

施する。

道路里親制度の募集を市報へ掲載し、

新たに１団体が里親となった。橋梁定

期点検を１４０橋実施した。

着手中

R4

道路里親制度について、市報への掲載や企業

等を訪問し、積極的にＰＲ活動を実施する。

橋梁約１４０橋の定期点検を実施する。橋梁

修繕を５橋実施する。

橋梁定期点検を１４０橋実施し、Ⅲ判

定の橋梁２橋の修繕工事、１橋の補

修、４橋の修繕詳細設計を実施した。

着手中

年度 取　組　予　定 取　組　実　績
★に対する

進行
状況

補足事項

　P85ー掲載 管理番号　№19

施策の詳細内容
■道路の計画的な維持管理に取り組むとともに、自治会等地域組織やNPO、事業者などと連携し
て、道路の里親制度を推進する。
■橋梁長寿命化修繕計画に基づき、老朽化した橋梁の修繕や架替えを推進する。

★R7年度までの

取組目標

・市民、事業者、行政との協働により、安全で快適な道路環境を構築するため、里親団体を

２団体以上認定する。

・橋梁修繕計画に基づき、老朽化した橋梁の修繕や架替えを推進する。

都市計画マスタープラン進行管理シート     《令和3年度～令和7年度》 所管 道路治水課

第4章全体構想（分野別構想） 方　針 施策
令和14年度（MP最終年度）までに

目指すべき将来像

4-2 道路・交通に関する方針 4 安全な道路環境を維持する

1
道路の維持管理の充実

関連する基本目標 良好な都市環境が整った交通利便性の高いまち


